
令和7 年度 丹波篠山市 

環境報告書 
 



 

はじめに 

 

丹波篠山市では、「丹波篠山市環境基本計画」に基づき、環境に関する施策を推進しています。 

この環境報告書は、市が実施している環境施策の取り組み状況や環境の現状を把握し、毎年発行

しているものです。環境報告書を取りまとめることにより、環境基本計画に掲げた目標の到達度合

いを確認し、施策の見直しや充実を図っています。この報告書が、身近な環境に関心を持ち、ライ

フスタイルを見直すきっかけとなれば幸いです。 

 

表紙の写真： 外来生物の早期発見・地域による防除促進（クビアカツヤカミキリ） 

 令和７年７月に丹波篠山市内でも発見された、特定外来生物のクビアカツヤカミキリ。

バラ科樹木を好む性質を持っているため、市木である「サクラ」の被害が懸念されていま

す。丹波篠山市周辺の市町ではすでに発見、被害木が多数出ているため、丹波篠山市内で

の被害拡大も目前に控えていると考えられます。そこで丹波篠山市では、市広報やホーム

ページでの周知、クリーングリーン作戦での桜パトロール、生物多様性推進員の市内パト

ロールなど被害を最小限にとどめるための対策を講じています。 

 幼虫のころには、右の写真のようなフラス（木く

ずのようなもの）を出し、木の中で成長します。繁

殖力が強く、1 度の産卵で１０００個以上産卵した

例もあるほど。 

 桜の名所といわれる、丹波篠山市のこれからのた

めにもより市域全体での防除体制を築いていきま

す。 
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第１章 丹波篠山市の環境施策 

 

1. 丹波篠山市環境基本条例 

平成２２年に「丹波篠山市環境基本条例」を制定しました。この条例では、環境施策の理念や進

め方など、施策の基本的なことがらを定めています。具体的に規制などが必要なことがらについて

は、個々の条例で定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 丹波篠山市環境基本計画 

「丹波篠山市環境基本計画（第１次計画）」は、市の目指す環境の将来像と基本目標を「源流のま

ち篠山～命をはぐくむ豊かな森と水を未来につなぐ～」として、自然環境の再生や保全などに積極

的に取り組んできました。 

第１次計画期間中の社会的背景の変化を踏まえ、丹波篠山市がこ

れからも持続可能なまちであるために、環境政策の立場から考える

べきこと、実行するべきことを定めるため、令和２年に『環境を「守

る」、まちづくりに「活かす」』を理念とした第２次計画を策定しまし

た。第２次計画は令和７年度が計画期間の最終年度となります。（令

和８年３月に第３次計画を策定済） 

市全体のめざすまちづくりの方向性を示した「丹波篠山市総合計

画」や環境に関連する個別の計画・指針などと連携・整合性を図りな

がら、総合的に環境施策を推進しています。 

  

丹波篠山市環境基本条例 

（国）環境基本法 

（県）環境の保全と創造に関する条例 

主に衛生に関することがら 

・ポイ捨ての禁止 

・犬のふん害防止 

・路上喫煙防止 など 

 

主にごみに関することがら 

・廃棄物の収集処分 

・浄化槽の管理 など 

 

 

主に生活環境上のことがら 

・公害の防止 など 

 

 

環境保全条例 
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第２次丹波篠山市環境基本計画 

【環境施策の理念】  環境を「守る」、まちづくりに「活かす」 

環境課題の解決に向けて具体的な施策を検討するために５つの重点分野を定め、重点分野ごとに

「目指すまちの姿」を示しています。 

重点分野と「目指すまちの姿」 
関連する 

SDGs の目標 

１）人財づくり分野 

・環境をよくする人があふれ、活躍しているまち 

・人財が人財をうむ好循環のあるまち 

 

２）自然・景観分野 

・たくさんの生きものがいる自然の中で、子どもがいっぱい 

遊んでいるまち 

・四季のうつろいと自然の恵みを感じるまち 

 

３）農業・林業分野 

・農林業にたくさんの人がかかわり、ささえているまち 

・「環境は農業・林業にうまく活かせる」と思う人が活躍 

しているまち 

 

４）生活・暮らし分野 

・「まちがきれいになって、暮らしやすくなったね」と 

みんなが実感するまち 

・省エネ行動を我慢せず、お得にカッコよく実践するまち 

 

５）気候変動対策分野 

・地球にもお財布にもやさしく CO２を減らすまち 

・資源を大切に使う自然にやさしいエネルギーのまち 
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第２章 「目指すまちの姿」実現に向けた主な環境施策 
 

１．人財づくり分野 

（１）環境市民行動「丹波篠山 SDGs」  担当課：農村環境課 

ワクワク環境みらい都市の実現に向け、「環境市民行動

『丹波篠山 SDGs』」により具体的な行動が実践されること

を目指して、市民が実践する環境にやさしい行動を紹介

する冊子を作成。個人や家庭に留まらず、自治会や団体、

事業所など、市内で広く「環境市民行動『丹波篠山 SDGs』」

を実践いただけるよう取り組み、普及に努めています。 

令和７年度は、環境月間（６月）に市内小学校協力のも

と、啓発用ポスターを市役所に掲示しました。 

（２）協働プロジェクトの推進  担当課：農村環境課 

「協働ではじめる環境・まち・未来づくり事業」として、

複雑化する環境課題の解決に向けて、多様な主体による「環

境からまちを良くする」プロジェクトを補助金等により支援

しています。。また、活動報告会等により、活動や人財のネッ

トワーク化を進めています。 

令和７年度は、「協働ではじめる環境・まち・未来づくり事

業補助金」により、３つの活動が実施されました。 

また、補助対象事業をより良い活動にするための報告会を１回開催しました。 

（３）保育園・こども園における木製園児用イスの導入  担当課：保育教育課  

市内産木材を使用した木製園児用イスは、全幼稚園に導入

が完了し、さらに木育を展開していくため保育園・こども園

の3歳児クラスへの木製イスの導入を令和６年度から４か年

で計画しています。 

令和 7 年度は、にしき保育園に導入しました。木の香りや

温もりを感じることで園児の諸感覚の発達を促すとともに、

市内産木材を使用することにより、愛郷心の育成及び市内林

業の発展に資することができています。 
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（４）学校給食における食育の推進  担当課：学校給食センター   

地元産食材を積極的に活用し、丹波篠山の豊かな農産物や

伝統的な食文化の継承など、学校給食を「生きた教材」とし

て「食育」に取り組みました。 

令和７年度、主食の米飯には、自然環境に配慮して栽培さ

れた「農都のめぐみ米」を年間を通じて提供しました。また、

有機栽培野菜を含んだ地元野菜を積極的に取り入れ、「生き

た食材」として給食に活用し提供しました。 

（５）森のおさんぽ広場 担当課：子育て企画課 

市内の屋外公園を中心に、自然の中で、概ね 2 歳 6 ヵ月

から就学前（就園していても参加可）までの子どもが、同年

齢の子ども達と触れ合いながら社会性を育むことができる

親子体験プログラムを提供しています。令和 7 年度から、

名称を従来の「森のようちえん」から変更し、ささやまの森

公園で子どもたちにさまざまな体験を提供しています。 

令和７年度は、親子体験プログラムを８回(５月・６月・

７月・９月・10 月・11 月・12 月・３月)実施し、175 名の児童が参加しました。 

（６）新生児誕生祝品「丹波篠山 森からのおくりもの」  担当課：子育て企画課 

乳幼児期から豊かな感性と自然への愛着を育むため、丹波篠山産

材を使った積み木セット「丹波篠山 森からのおくりもの」を誕生祝

品としてプレゼントしています。 

令和７年度は、４か月健診の案内に引換券を同封し、４か月健診時

に配布し、受け取り率は 98.5％（対象 139 人/受け取り 137 人）

となりました。（対象は 4～12 月生まれの児童） 

 

 

  



5 

（７）SDGs の推進  担当課：創造都市課 

市内企業が取り組む SDGsを周知するため、企業紹介ガイ

ドブックにその企業が取り組む SDGs のゴールを掲載するな

ど、企業イメージアップにつながる支援に取り組んでいます。

また、SDGsの重要性を市民が共有し、日常生活の中でできる

取り組みを推進しました。 

 

 

 

（8）生物多様性アドバイザー  担当課：農村環境課 

生物多様性に関して専門的な知見を有する人材を生物多様性アドバイザーに選任し、現地調査や

生物多様性施策に関する助言を受けています。生物多様性促進活動補助金の審査、クビアカツヤカ

ミキリ防除に関する意見照会を行い、延べ１２人から助言を受けました。 
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※令和７年度が第２次計画の最終年度となるため、各成果指標において計画期間全体の達成度評

価と振り返りを記載しています。 

【達成度評価 例】◎：達成、概ね達成 〇：一部達成 △：未達成 

 

 

成果指標１-１）生きものが好きな子どもの割合         担当課：農村環境課 

定義 「自然との関わりに関するアンケート調査」において、生きものが「好き」ま

たは「どちらかというと好き」と回答した小学６年生の割合 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績 令和７年度の目標 

６９.２ ％ ７6.6 ％ ８０.０ ％ 

 

推移 

分析 

・達成度評価 〇 

・計画全体の振り返り 

令和５年度までは着実に数値は増加傾向にあったが、令和６年度以降減少傾向がみら

れ、目標達成とならなかった。エコ・ティーチャーのおもしろ環境講座など、学校園

における環境学習や自然体験イベントの開催支援等を継続して実施するほか、日常か

ら生きものと関わることのできる場所を創出する必要がある。 
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成果指標１-２）自然の中で遊んだことのある子どもの割合    担当課：農村環境課 

定義 「自然との関わりに関するアンケート調査」において、市内の自然で遊んだこ

とが「ある」と回答した小学６年生の割合 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和 7 年度の実績 令和７年度の目標 

数値なし 93.０ ％ １００.０ ％ 

 

推移 

分析 

・達成度評価 〇 

・計画全体の振り返り 

令和６年度に落ち込んだ結果を取り戻し、調査を実施した７年間の平均値に近い実績

となった。アンケートの開始である令和１年度と比べ 10％以上の向上が見られてい

るため、今後も自然遊びの場の提供を続けていきたい。 

81.2
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成果指標１-３）環境保全活動を実施する市民プラザ登録団体数  担当課：地域振興課 

定義 丹波篠山市民プラザに登録された団体のうち、環境保全を図る活動を実施す

る団体数 

進捗 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績 令和７年度の目標 

１４ 団体 ２２ 団体 ２０ 団体 

 

推移 

分析 

・達成度評価 ◎ 

令和 7 年度の市民活動団体の登録は、微増傾向であるが、環境保全団体は目標値 20 団

体以上となった。 

・計画期間全体の振り返り 

令和 5 年度から増加に転じた。コロナ禍以降、市民生活の制約が解除され、市民活動団

体の活動範囲が高まったことが増加の一因と考える。 
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２．自然・景観分野 

（１）学校にヒーローをつくろう  担当課：学校教育課（教育研究所）  

学校ごとに、オオムラサキ、オオサンショウウオ、丹波篠

山茶など、その地域ならではの特色のある動植物などを「学

校のヒーロー」として学ぶことで、命の大切さ、思いやりの

心、生きる力を育むとともに、ふるさとを大切にする取組を

進めています。 

各学校とも「ふるさと教育年間計画」に基づき、地域教材・

地域人材を活用し、各学年の発達段階に応じた取組を実施し

ました。総合的な学習・各教科・校外学習を連携させることで、主体的・協働的・探究的な学習の機会

となっています。 

 

（２）エコ・ティーチャーのおもしろ環境講座  担当課：農村環境課   

学校等の環境教育を支援するため、環境に詳しい講師を

「エコ・ティーチャー」として派遣しています。また、環

境講座を利用する際に必要な資材等の購入補助を行いま

した。 

令和７年度は、学校園で 21 回、まちづくり協議会など

で 5 回の講座が実施され、川の生きものを調べる講座をは

じめ、里山整備や獣害に関する講座、丹波篠山の生きもの

についての講座などが実施されました。 

（3）生物多様性促進活動補助金  担当課：農村環境課 

市内で自然保護・再生活動や生きもの観察などの普及啓発

活動を行う個人・団体に対して、必要な経費を補助金として

交付し、支援しています。 

令和７年度は、保全再生活動：１０主体、休耕田ビオトー

プ：９主体 16 か所 163.1 アール、江：１１主体 30 か所

2,658.8 メートルを支援しました。 
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（4）こども樹木博士  担当課：森づくり課  

子どもや保護者が森林に対する理解と関心を深められるよ

う、親子で実際に森林に入り、樹木の特徴から木の名前を覚え

るイベントを年 2 回（春、秋）開催し、春９人、秋５人の計 1４人

に参加いただきました。 

 

 

 

（5）河合雅雄顕彰室「万兎（マト）の部屋」  担当課：市長公室  

河合雅雄氏の著書や功績のほか、生物多様性や自然環境保

護、野生動物との共存性など、河合雅雄氏の教えを生かし市

が取り組んでいる重要施策について、訪れた方々に知って頂

けるよう紹介しています。 

令和７年度は「美しい農村を未来へつなぐツアー」におい

て、学生の皆さんに河合雅雄氏の教えが息づく市の取り組み

を紹介するとともに、「万兎の部屋」を見学していただきまし

た。 

（6）河合雅雄氏に関する NHK のドラマ誘致 担当課：商工観光課   

河合雅雄氏の兄弟をモチーフとしたＮＨＫ朝の連続テレビ

小説の実現に向けた誘致活動を実施しています。 

令和７年度には、11 月および３月に河合氏顕彰の講演会を開

催し、理解促進と機運の醸成を図るとともに、11 月から署名活

動を開始しました。 
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(７）市内事業者と協力した環境創造  担当課：農村環境課・地域整備課・農都整備課 

環境に配慮した水路整備などに協力して取り組む土木

建設事業者（環境創造事業者）の研修を行い、取り組みへ

の理解を深め、協力体制の強化に取り組みました。 

見内地区の波賀野川護岸整備予定地で研修会を開催。現

地確認を行い、工法の提案を募集。協定事業者４１者中１

2 者が参加しました。 

 

 

（８）エコアップの取り組みの普及促進  担当課：農村環境課  

比較的簡易な方法で、生きものの保全や地域の魅力向上

につながる「エコアップ」の取り組みをクリーングリーン

作戦等、地域で率先して実施してもらえるよう事例集及び

その概要版を環境委員等に配布しました。また、クリーン

グリーン作戦、エコアップ作戦に必要な資材を配布してい

ます。 

令和７年度は、8 件の活動について必要な資材等を貸

出・配布しました。 

（９）景観写真コンクール  担当課：地域計画課  

丹波篠山の素晴らしい景観を多くの人に伝え、大切な資産として残し

ていきたい景観や魅力的な景観の写真を広く紹介することにより、景観

意識の高揚を図るとともに、これからの良好な景観づくりを目指すため

景観写真コンクールを開催しています。 

令和７年度は、「世界に発信したい丹波篠山の景観」をテーマとして

募集し、市内外から 59 人、１１６点の応募がありました。 
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（10）丹波篠山の家普及推進事業  担当課：地域計画課  

丹波篠山の気候風土・文化に根差した健康的で住みよい住

宅を「丹波篠山の家」とし、意匠や色彩、材料等の認定基準

に適合した住宅の建築工事等の補助を行っています。 

令和７年度は、認定基準に適合した住宅の建築工事費の補

助７件、モデルハウスの内覧 13 件の実績がありました。オ

ンラインセミナーや移住大交流ツアーを年５回開催し、市内

外から多くの参加がありました。また、篠山産業高等学校と

市建築組合との産官学連携事業として出前授業や設計コンテストを実施しました。 

（11）サイクルツーリズムの推進  担当課：商工観光課  

令和７年度は、自転車による市内周遊を促進するため、観

光協会が実施するレンタサイクル事業を支援するとともに、

国際博に合わせて設置したレンタサイクル拠点をイベント

会場へ移設し、有効活用を図りました。さらに、市内で利用

可能な専用アプリを活用した24時間対応のレンタル自転車

を導入し、利用者の利便性向上と周辺エリアの周遊観光の促

進に取り組みました。 

 

（12）市木の桜を守る将来ビジョン  担当課：商工観光課  

市内各所に植樹されている「ソメイヨシノ」などの桜の木

を、将来にわたって引き継いでいけるよう、ささやま桜協会、

商工会、市など管理者の参画により、「市民みんなでつくるオ

ンリーワンのサクラの里」を基本理念とする丹波篠山市桜ビ

ジョンを令和６年度に策定しました。 

令和７年度は、桜ビジョン推進会議が示したビジョン推進

に関する取組方針を踏まえ、ささやま桜協会が主導し、桜の

整備や人材育成などに取り組みました。 

 

 

 

  

写真挿入 



13 

（13）丹波篠山国際博  担当課：商工観光課  

令和７年度、「日本の美しい農村、未来へ」をテーマに国際

博を開催しました。国際博を通じて、環境施策の発信に積極

的に取り組み、パネル展示や映像制作、市関連施設での取組

紹介、「美しい農村を見らへつなぐツアー」の実施などを行っ

た。その結果、生物多様性や景観保全、農都の取組みなど、

本市が誇る環境施策を広く周知することができました。 

 

（14）農業者による田んぼの生きもの調査  担当課：農村環境課・農都政策課 

農業者が農業と生きものの関わりについて意識できるよ

う、多面的機能支払交付金による活動や「生きものにやさし

い米づくり（農都のめぐみ米）」などにおいて生きもの調査を

推奨しました。 

令和７年度は、多面組織および環境創造型米づくり補助金

申請者に「カエル調査」を依頼。多面：56組織88集落 1,354

人、環境創造型米づくり補助金申請者：358 主体（うち 81

主体は多面として実施）969 人が参加しました。 

（15）生物多様性推進員の雇用  担当課：農村環境課  

外来生物による農業・生態系等への被害を防止するた

め、市内の外来生物対策を行う会計年度任用職員を雇用

し、市管理地等での防除や市民による防除の支援を行って

います。 

令和７年度には、篠山城跡のアカミミガメ対策用罠の点

検やクビアカツヤカミキリ対策として市内桜のパトロー

ルなどを行いました。 

  

写真挿入 
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（16）篠山城跡における南堀のハス保全・外来生物防除  担当課：農村環境課  

市民、大学、市で組織する農都ささやま外来生物対策協

議会会員として、篠山城跡南堀固有品種「篠山城蓮」の保

全に向け、外来生物防除をはじめとしたモニタリング等に

取り組んでいます。 

令和７年度は、堀のモニタリングを実施し、アカミミガ

メ４６匹ほか捕獲した外来種を駆除。南堀のハスは、前年

度と同様に全面を被覆しました。 

（17）外来生物の早期発見・地域による防除促進  担当課：農村環境課  

早期発見や防除実施を呼びかける啓発チラシの配布、市

HP での周知啓発により、地域や個人での自発的な活動を

促進し、環境委員等、地域や個人でオオキンケイギク等の

外来生物防除時に必要な資材を配布しています。 

令和７年度には、クビアカツヤカミキリ成虫１匹が市内

初確認されたため、確認地周辺の調査を実施しました。早

期発見に向け、庁内および市民に向けた周知を強化しまし

た。 

（18）アライグマ・ヌートリア被害対策  担当課：森づくり課  

特定外来生物アライグマ・ヌートリアの地域からの根絶を目指し、

市が開催する講習会を受講した市民による駆除活動を展開していま

す。 

令和７年度には、新規従事者が５０名増え、のべ 5２１名となりま

した。 
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（19）ふるさとの川づくり  担当課：地域整備課・農村環境課   

「ささやまの川・水路づくり指針」に基づき、丹波篠山の

美しい自然と生きものに配慮した工法による、ふるさとの川

づくりを進めています。意向調査により、事業に意欲的な地

域などにおいて、河川環境調査、魚道の設置工事等を行って

います。 

令和７年度は、３箇所実施しました（初田地区 初田川多

自然型護岸、見内地内 波賀野川魚道・親水施設、山田地内 

山田川多自然型護岸）。 

（20）水路の生態系配慮の推進  担当課：農都整備課・農村環境課 

環境創造事業者と連携し、多面的機能支払交付金を活用し

て水路を改修する活動組織（地域）に対して、「農村環境の

生態系保全に配慮した水路整備指針」に基づいた生態系に配

慮した工法を推奨し、場合によって助言・提案を行っていま

す。また、多面的機能交付金説明会などの機会に紹介し、生

態系に配慮した水路整備の理解を深めています。 

令和７年度は、宇土地区で「農都のまほろば水路」として、

トンボトラフ（ヨシキモデル）が 54ｍ整備されました。 

（21）サギとの共生対策事業  担当課：森づくり課・農村環境課  

人と生きもの（サギ）が共生できるまちを目指し、サギコロニー問題の解

消に取り組んでいます。人との軋轢が生じない場所での営巣に適した樹

木整備等を行っています。また、サギによる環境悪化の改善に取り組んで

います。 

令和７年度は、上河原町、黒田及び南新町地区を支援しました。 
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（22）「日本の美しい農村、未来へ」計画  担当課：市長公室  

農業、景観、伝統文化などを守り、集落を未来につなげ

るため、集落・地域づくりのあり方を示す「日本の美しい農

村、未来へ」計画の作成に取り組んでいます。令和７年度に

おいては、「日本の美しい農村、未来へ」計画策定にあたり市

の誇れる取組み、施策の取りまとめを行いました。 

 

 

 

 

 

成果指標２-１）環境保全活動の実施主体数           担当課：農村環境課 

定義 「生物多様性活動促進活動補助金」を活用して環境保全活動を実施す

る市民・団体等の数 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績 令和７年度の目標 

年間２０件 ３１件 年間３０件 

 

推移 

分析 

・達成度評価 ◎ 

・計画全体の振り返り 

高齢化により中止する活動者がいたため令和６年度より減少した。し

かし基準年と比べ約１．５倍に活動者が増えたため、今後も補助金の

周知啓発に努めるとともに、活動の継承ができるよう支援策を検討し

ていく。 
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成果指標２-２）ふるさとの川再生事業の実施箇所数       担当課：地域整備課 

定義 治水面・利水面・親水面に配慮し、生態系や自然環境の再生を図る市の河

川事業の実施箇所数 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和 7 年度の実績 令和７年度の目標 

年間 ２ 箇所 累計 １9 箇所 累計 １８ 箇所 

 

推移 

分析 

・達成度評価 ◎ 

・計画期間全体の振り返り 

ふるさとの川づくりは、河川の自然環境の保全を目的とし、市民が川づくりを通

じて、自然の大切さをによる環境保全意識を高めること、そして人と自然が共生す

る場を創造する事業である。第２次計画期間では、各地域のふるさとの川づくりへ

の賛同と協力により計画目標値以上の実績数を達成した。 

具体的な成果として、落差工の解消後のモニタリングでは、以前と比較して生き

ものの遡上の確認による生態系が回復（生息区域の拡大）していること、そして、多

自然型護岸整備による地域の河川に対する意識向上へもつながっていると考えられ

る。 

今後の課題としては、整備や改良箇所への定期的な点検などの継続的なモニタリン

グが必要であると認識している。また、これまでの取り組みによる地域ネットワー

クの強化にもつながることを期待たい。 
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成果指標２-３）広葉樹林化面積                担当課：森づくり課 

定義 「広葉樹林化促進のための人工林皆伐モデル事業補助金」を活用し、人工

林皆伐など広葉樹林化の取り組みが実施された山林の面積 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績 令和７年度の目標 

年間 １０.０ ha 累計 43.2 ha 累計６０.０ ha 

  

推移 

分析 

・達成度評価 〇 

・計画全体の振り返り 

山に関心のある個人や団体等の所有林での取り組みが一巡し、伸び悩んでいる。

事業場所確保のため、山林所有者への制度の周知に努める。 
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３．農業・林業分野 

（1）新規就農者の支援  担当課：農都政策課  

担い手の育成及び確保に向け、農業を職業として希望する

新規就農者に対して、就農相談時に助成制度や農業経営収支

計画の作成に向けた助言を行うとともに、就農後においては

栽培・経営指導のフォローアップを行っています。 

令和７年度は、担当窓口において、随時就農相談に対応。

関係機関（JA、県、農業委員会、農都政策課）が連携し、農

業経営収支計画の作成に向けた就農相談を実施しました。ま

た、国県市の助成制度により総合的な支援を行うとともに、農業経営開始後のフォローアップを行いま

した。 

（2）農業の担い手の育成  担当課：農都政策課  

集落農業の将来を担う担い手が、効率よく農地の利用を検

討する地域計画の作成を推進しています。 

令和７年度は、地域計画が作成された市内１８地区におい

て、農政協力員や自治会長、農業委員、集落営農組織、多面

的機能支払い交付金団体等が集まり、農地の有効利用に向け

て多様な担い手が連携する体制について協議を行いました。 

 

（3）集落営農の推進  担当課：農都政策課   

地域計画の作成を推進し、集落営農が地域の農業の持続的

な担い手となるよう、経営や組織の充実を支援することで、

「集落の農業、農地は集落で守る」取り組みを進展させてい

ます。 

令和７年度は、丹波篠山市農業生産組合協議会において、

先進地視察研修（１４名、1２組織参加）、市内先進地視察研

修（１３名、８組織参加）、簿記記帳研修会（５名、５組織参

加）、を実施しました。 
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（4）「草刈り隊」の設立支援  担当課：農都政策課  

高齢化や担い手農家への農地の集約化により、負担が増加

している農地の草刈りについて、土地持ち非農家らを含む地

域全体で作業に取り組む「草刈り隊」の設立を補助金により

支援しています。組織的な草刈りの取り組みを拡大していく

ため、自走式草刈機やトラクターに装着する大型草刈り機の

導入を助成し、地域の共同活動を後押ししています。 

令和７年度は、草刈り隊の設立相談が３件あり、３件の助

成を行いました。 

（5）日本農業遺産を生かしたまちづくり  担当課：農都政策課   

日本農業遺産に関する市民活動を推進するため、「日本農

業遺産を生かしたまちづくり事業助成金制度」により、黒大

豆栽培に関する技術の継承や、歴史調査、農業生物多様性、

灰小屋の修復などの市民活動に対して 10 万円を上限に支援

しました。日本農業遺産の取り組みを通じて、黒大豆のみな

らず、丹波篠山の伝統的な農業・特産物への市民の理解拡大

に努めました。 

令和７年度は、子ども会活動等における黒大豆学習や調理実習、大学でのたい肥関連の研究など 6 件

に支援しました。 

（6）麒麟の森づくり事業  担当課：森づくり課   

小多田特定用地をフィールドに、モデル的な森の活用を

行っています。具体的には、広葉樹林育成のモデル林の整

備、薪ストーブオーナーらと木の駅プロジェクトのマッチ

ング等を行っています。 

令和７年度は、県有環境林で７回実施し、参加者は延べ５

４名となりました。 

 

（7）丹波篠山茶振興計画  担当課：農都政策課 

日本最古のお茶処としての産地を守り、美しい茶畑の景観を引き継ぐため、丹波篠山茶振興計画の

作成に向け検討をすすめました。 

令和７年度には、丹波茶の事業主体 3 者及び県、ＪＡ等関係者による協議を実施するとともに、意向

調査アンケート等を行いました。 
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（8）木育の推進  担当課：森づくり課 

森林や里山とふれあう機会がなくなった地域住民や子どもたちに、

あらためて森や里山とふれあうきっかけとなるために必要な経費を予

算の範囲内において助成しています。 

令和７年度は、木育業者の木育普及活動を受ける８団体を補助しまし

た。 

 

 

 

 

（9）耕作放棄地発生の未然防止  担当課：農都政策課 

担い手農家への支援や集落営農組織の育成、農地の貸し

借りや地域計画の策定に伴う集約化により、耕作放棄地の発

生を未然に防止しています。 

令和７年度は、地域計画推進会議において、農地貸し借り

の制度説明を行うとともに、栗の植栽や、菜の花やコスモス

などを植えた景観形成等の事例を取りまとめた「耕作放棄地

の活用策」を紹介することで、放棄地発生の防止を啓発しま

した。 

（10）木の駅プロジェクトによる間伐材の買取事業   担当課：森づくり課 

間伐等で発生した林地残材を「木の駅プロジェクト」へ

出材を促し、間伐の促進と、放置材（林地残材）の活用を

図っています。また、林業機械のリースを支援することに

より、当該機械により出材された木材の一部を、木の駅へ

の出材を促す仕組みづくりを進めています。 

令和７年度は、１６トンの間伐材が出材されました。 
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（11）竹林整備と竹チップの有効活用  担当課：農村環境課 

竹粉砕機を市内の団体に無償で貸し出すことにより、竹

林整備を促進し、竹炭を作成する無煙炭化器の運用等、地

域の竹資源の有効活用を促しています。また、地域おこし

協力隊員と連携し、竹に関する座談会を開催しています。 

令和７年度には、竹粉砕機は延べ２２団体が利用し、６

2,648 ㎡の竹林が整備されました。また、無煙炭化器の

貸し出しを開始し、延べ 5 団体が利用し、94 ㎡の竹林が

整備されました。 

 

（12）バイオ炭の有効活用に向けた取り組み  担当課：農都政策課 

黒大豆がらや栗の剪定枝を用いて、作物が吸収した二酸

化炭素を炭にして土中に固定するバイオ炭実証試験に取り

組み、地球温暖化の防止や土壌改良効果など循環型農業の検

討を進めています。 

令和７年度は、集落営農組織の協力を得て、黒大豆殻及び

栗の剪定枝でバイオ炭実証に取り組み、成分分析を行いまし

た。  

 

（13）野生鳥獣の個体数管理  担当課：森づくり課 

シカ、イノシシ及びサルなどの個体数が増えすぎること

により、農作物の被害が甚大にならないよう、鳥獣被害対

策実施隊員等により、獣種毎の個体数管理を行っていま

す。 

令和７年度は、シカ 512 頭、イノシシ 327 頭を捕獲しまし

た。  
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（14）「獣がい対策」の推進  担当課：森づくり課 

地域内外の多様な人材（関係人口）が鳥獣被害対策に取り組み、地域

を元気にする「獣がい対策」。畑地区ではモデル的に関係人口による獣

害防護柵の点検や修繕作業、野生動物の潜み場となる竹林対策等をテー

マにしたイベントを実施し、多くの方が関わりました。こうした取り組

みは、地域の皆さんと市が配置した獣がい対策支援員で進めました。獣

がい対策支援員は令和 6 年度から 2 年間、畑地区と西紀北地区に配置

し、西紀北地区では住民主体のニホンザル追い払い組織の立ち上げを支

援しました。 みたけの里づくり協議会は、畑地区で取り組む獣がい対

策が評価され、令和 7 年度鳥獣被害対策優良活動表彰（被害防止部門）

で、農林水産大臣賞を受賞されました。獣がい対策実践塾では若者が獣

がい対策を学習し、獣がいフォーラムでは、国際博に関連し、台湾からタイワンザル被害に取り組む講

師を招き、ニホンザルの取り組みについて意見交換し、世界に丹波篠山市のサル対策をＰＲしました。 

（15）獣害金網柵、サル用電気柵による鳥獣の農地への侵入防止  担当課：森づくり課 

金網柵及び電気柵を設置し、その効果を維持発揮するこ

とにより、農作物への被害を防いでいます。とりわけサル

用電気柵については、設置推進普及集落の調査及び支援を

実施しています。 

獣害柵の新設について、令和７年度は、かつて取り組んだ

国庫等を活用し、計２1 地区、2０.2km に設置を行いまし

た。 

（16）有機農業の推進  担当課：農都政策課 

国では、地域ぐるみで有機農業に取り組むオーガニックビ

レッジを、2030 年（令和 12 年）までに 200 地区創出し

ようとするなか、丹波篠山市では令和 5 年に宣言。栽培技術

の確立、学校給食への活用、消費者等に向けた PR などで、

環境や生きものに配慮した農業を推進しています。 

令和７年度は、水稲、黒大豆の有機栽培事例集の更新、水

稲有機栽培に取り組む農業者に対する除草機械の導入支援

を行いました。 

また、市内飲食店と連携したマルシェや有機農業座談会を開き、有機農産物の普及啓発に取り組みま

した。 
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（17）有機 JAS 水準に合致する栽培技術・講習会等の実施支援  担当課：農都政策課 

篠山自然派が行う、有機農業や自然農法などを実践するた

めの技術研修や、普及啓発活動に対して必要な経費の一部を

支援しています。学校給食に有機野菜や有機資材を使用した

野菜を提供し、学校給食を通じて子どもたちの自然環境や農

業、食べ物への関心を高めています。 

令和７年度は、篠山自然派や丹波篠山ワクワク農都づくり

協議会による有機農業の普及活動を支援。篠山自然派が、有

機給食に野菜を提供し、市内の小学校 2 校で有機農業に関す

る食育授業を実施しました。 

（18）殺虫剤低減のためのフェロモントラップ剤の購入助成   担当課：農都政策課 

害虫の発生状況を的確に把握し、適期の防除を行うことに

より、農薬の使用回数を減らすことができるよう誘引剤（フ

ェロモントラップ）の購入にかかる費用の一部を支援してい

ます。 

令和７年度は、5 件の支援をしました。特産である黒大豆、

山の芋の栽培において、適期防除を支援しました。 

 

（19）自然環境や生きものに配慮した米づくり「農都のめぐみ米」事業 

担当課：農都政策課 

自然環境や生きものに配慮した「農都のめぐみ米」を生産

する農家へ補助金を交付し、普及に努めています。また、学

校給食への使用や生産農家による児童・生徒への食育授業な

どを通して、市民の認知を高め、水田や水環境などを大切に

する心を育んでいます。 

令和 7 年度から、補助金の名称は「環境創造型米づくり補

助金」に改め、352 件、約 539ha 分を交付しました。ま

た、農都のめぐみ認証米生産農家と連携し、市内 5 校で食育

授業を実施しました。 

令和 7 年産から JA 丹波ささやまで認証米の集荷・販売が開始されました。 

丹波篠山国際博を記念し、農産物品評会に「環境や生きものに配慮した米づくりの部」を新設。上位

3 団体を表彰し、環境や生きものにやさしい農業を普及に取り組みました。 
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（20）環境保全型直接支払交付金の支給（国庫補助）  担当課：農都政策課 

化学肥料、農薬の 5 割減を実践する農業者が行う堆肥施用

による土づくりや有機農業の取り組みに対し、交付金を支給

しています。 

令和７年度は、９団体の申請を受付。約 343ha で堆肥の

施用、有機農業などの地球温暖化や生物多様性の保全に効果

の高い取り組みが行われました。  

 

（21）森づくり支援員の雇用  担当課：森づくり課 

丹波篠山らしい山づくりを進めるため、森づくりの専門知識と経験を有した人材を雇用し、市が

進める森林施策の効果検証を行っています。 

令和 7 年度は、森林戦略担当官を新たに配置し、森づくりに関わる人づくりを進めました。 

（22）間伐の実施と間伐材の有効利用（搬出間伐の促進）  担当課：森づくり課 

ふるさとの元気な森づくり事業等により間伐事業を実施した認定事

業者に対して、木材市場に間伐材を出荷する際に必要な経費を助成する

ことで、丹波篠山産材の流通を促進するとともに森林所有者への還元を

図っています。また、作業の効率化と持続的な木材生産に寄与すること

を目的とし、林業経営者に対し林業機械のレンタル費を支援していま

す。 

令和７年度は、４か所、5.07 ヘクタールへの支援を行いました。 

 

（23）広葉樹林化の推進  担当課：森づくり課 

森林所有者等が行う人工林（スギ・ヒノキ）の広葉樹林化

を、作業の段階に応じて支援しています。また、里山彩園事

業として、手入れの行き届いてない森林の整備を行う団体に

対し、事務費、整備費、技術指導費などの経費を支援してい

ます。 

令和７年度は、１８か所、4.55 ヘクタールへの支援を行

いました。 
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成果指標３-１）多面的機能支払交付金による活動に取り組む集落数 担当課：農都整備課 

定義 多面的機能支払交付金を活用して農業・農村の有する多面的機能の維持・

発揮を図るための共同活動に取り組む集落数 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績値 令和７年度の目標値 

１９９ 集落 ２０２集落 ２０３ 集落 

 

推移 

分析 

・達成度評価 ◎ 

・計画全体の振り返り 

生態系に配慮した水路整備の理解が深まり、普及促進が図れた。 
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単位：集落 
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成果指標３-２）化学肥料・農薬の低減技術を導入した水稲栽培面積 担当課：農都政策課 

定義 化学肥料や農薬の使用を低減した技術により栽培された水稲の割合 

達成 

状況 

基準年：平成３０年

度 

令和７年度の実績値 令和７年度の目標値 

数値なし ２3.4 % 作付面積の５０％以

上 

 

推移 

分析 

・達成度評価 〇  

・計画全体の振り返り 

 平成 28 年度に環境創造型農業庁内検討会を立ち上げ、多くの農家が取り組み

やすい水稲栽培方法として、化学肥料・農薬の使用を兵庫県慣行レベルの半分以

下に抑える栽培方法をとりまとめた。その後の栽培実証を経て、令和 2 年度から

は、この取り組みを「農都のめぐみ米」とし、市内で広く栽培普及を進めた。令

和 4 年度からは生産者への栽培補助を開始し、市内の水稲栽培面積の約 25％程

度で取組まれており、一定の認知や栽培方法の定着がみられるようになった。 

 今後は、集荷事業者や農業法人、営農組合等が、高付加価値化させて流通・販

売し農家所得の向上につなげ、より持続的な取り組みになるよう進める。 
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単位：% ＜集計方法を変更＞

R２まで

生きもの４８米モニターなどの水稲栽培面積割合

R３

米づくりアンケート内で「農都のめぐみ米」の要件に

取組んでいると回答した農家の水稲栽培面積割合

R４から

農都のめぐみ米補助金交付対象者の栽培面積割合
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成果指標３-３）森林整備面積（間伐）             担当課：森づくり課 

定義 「丹波篠山市ふるさとの森づくり構想」に基づき間伐した面積 

進捗 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績値 令和７年度の目標値 

年間２７１ ha 年間１７３ ha 年間３２５ ha 

 

推移 

分析 

・達成度評価 〇 

・計画全体の振り返り 

まとまった面積の間伐が一巡し、小規模な人工林の間伐を行っているため減少

傾向にある。事業場所確保のため、山林所有者への制度や間伐の必要性の周知

に努める。 
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成果指標３-４）里山スクール修了者数             担当課：森づくり課 

定義 里山スクールにより、基礎的な森林整備作業を安全かつ的確に実施でき

る技術を習得した人数 

進捗 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績値 令和７年度の目標値 

累計１１５人 累計２３１人 累計２５５人 

 

推移 

分析 

・達成度評価 ◎ 

・計画全体の振り返り 

現在は、「麒麟の森づくり事業」という名称に変えて、実施している。目標人数には

達していない。山に関心を持ち、里山整備を推進する人材を育てるため、今後も積

極的に周知していく。 
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４．生活・暮らし分野 

（1）生ごみ処理機の購入助成  担当課：農村環境課 

焼却ごみの約 8 分の 1 を占める生ごみの減量化を促進するため、生ごみ処理機購入費の一部を助成

しています。 

令和７年度には、42 基を助成。概算で生ごみ約 3.８トンの削減につながりました。  

（2）河川における水質調査  担当課：農村環境課 

市内河川の水質の状況を監視するため、年 4 回（3・6・9・12 月）、

7 つの河川（篠山川、四斗谷川、東条川、武庫川、羽束川、宮田川、友

渕川）で水質検査を実施しています。 

令和７年度は、いずれの検査においても環境基準等に適合し、良好な

水質であることを確認しました。 

 

（3）集団回収の奨励、資源ごみの拠点回収、雑がみ回収の促進  担当課：農村環境課 

資源ごみ集団回収の促進（奨励金）や行政による月 1 回の拠点回収、

市役所及び各支所に常設の雑がみ回収ボックスを設置しています。 

令和７年度の回収量は、資源ごみ集団回収 536 トン、拠点回収 62

トン、雑がみ回収ボックス 16.4 トンでした。  

 

（4）再生利用の促進  担当課：清掃センター 

ごみの減量化、再生利用促進のため、清掃センター内に開設し

ているリサイクルプラザにおいて、ごみとして出されたもののう

ち、軽微な確認で再利用可能と思われるものを再生品として市民

に引き渡し、再利用してもらうことでごみの減量化と物を大切に

する取組を進めています。安全性の観点から、家電製品の引き渡

しについては廃止を検討しており、家具や食器など軽微な確認で

再生化に繋げることができる物品で再資源化を促進しています。 

令和７年度は、清掃センター開所時間中の再生品の引き渡しを実施するとともに、毎週月曜日に

「おすすめ品抽選会」を開催し、1,152 件（６トン）の引き渡しを行いました。 
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（5）外国人向けごみ分別の周知啓発  担当課：農村環境課 

新しく転入された外国人の方に正しいごみ分別方法を周

知するため、すべてのごみ袋の注意書き等を 5 か国語で記

載しました。 

ごみ分別カレンダーについても、日本語版の改訂に合わ

せて、外国語版も改訂しました。 

 

 

（6）ごみ減量化に関する学習推進  担当課：清掃センター・農村環境課 

住民学習会や出前講座に清掃センターなど関係職員が「ご

み博士」として出向き、ごみ分別の詳しい説明をする中で、

家庭、事業所から出るごみの減量化を推進します。令和 7 年

1 月からのプラスチック類の回収に合わせ、分別基準見直し

の啓発を行っています。 

令和７年度は、市内高齢者大学 一般教養講座での「ごみ分

別学習会」にごみ博士を１件、自治会住民学習では８件、各

種団体の学習会や地域イベントに３件講師を派遣しました。 

（7）市役所から発生するごみを減らす「ごみゼロ eco市役所」  担当課：農村環境課 

地球環境に配慮した「ごみゼロ eco 市役所」を目指し、

市の全職員がごみの分別、資源化に取り組んでいます。 

令和７年度には、文書廃棄時にリサイクルできる紙類を

約３トン回収し、燃えるごみの削減につながりました。 
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（8）給水器の設置によるマイボトル利用の促進  担当課：農村環境課 

市関連施設に給水器を設置し、マイボトルの利用促進に

よるペットボトルの削減に取り組んでいます。 

令和６年度は、１０施設で２２,３５４ℓの利用があり、

５００ml のペットボトル換算で４４,７０８本分、約１０,

１０４ｋg の CO２削減につながりました。 

 

 

 

（9）最終処分場（埋立地）の延命化と埋立ごみの減量  担当課：清掃センター 

清掃センターの埋立地（最終処分場）の容量が逼迫して

いるため、受入基準の見直しと、市民に向けた減量化（埋

立地の現状、汚損の著しいカン・ビンの汚れをとっていた

だくなど）の啓発を実施しています。 

令和７年７月から産業廃棄物に該当する事業所からの埋

立ごみの受入れを停止しました。また、建物火災から発生

するがれき類の受入れ基準も変更したため（令和７年度中

で搬入対象となる火災無し）、埋立ごみの搬入量は大きく減少しました。 
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成果指標４-１、２）家庭系ごみ発生量 年間総量/一人一日あたり 担当課：清掃センター 

定義 家庭から排出されるごみの総量/一人一日あたりのごみ排出量 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績値 令和７年度の目標値 

９,１５１ t / ６０２ g 8,204 t / 587 g ８,０５３ t / ５３０ g 

  

推移 

分析 

・達成度評価 〇 

・計画全体の振り返り 

令和７年 7 月より容器包装プラと製品プラを一括処理するための新施設が完成、稼働

した事により資源化率は向上したが目標値には届かなかった。汚れた物の混入を防ぎ

資源化率向上のため、引き続き適切な分別方法の周知に努める。 
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成果指標４-３）プラスチックごみ（プラ容器包装・ペットボトル）の資源化率 

担当課：清掃センター 

定義 
清掃センターに持ち込まれるプラスチックごみ（プラ容器包装・ペットボ

トル）のうち、資源化された割合 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和 7 年度の実績値 令和７年度の目標値 

６１.７ ％ 67.０ % ７０.０ % 

 

推移 

分析 

・達成度評価 〇 

・計画全体の振り返り 令和７年度は建物火災によるがれき類の受入れ基準の見直

しを実施したが、幸いにも対象となる建物火災が発生しなかったため、目標値には届

かないものの例年より大幅にごみ量は減少した。一人一日あたりのごみ排出量も減少

しているが、目標値には達していないため、引き続きごみ減量の啓発に努める。 

単位：％ 

p 
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成果指標４-４）水洗化率                   担当課：上下水道課 

定義 
市内全人口に占める下水道や合併処理浄化槽に接続している家屋に居住する人

口の割合 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和 7 年度の実績値 令和７年度の目標値 

９５.２０ ％ 97.14 ％ ９６.１６ ％ 

 

推移 

分析 

・達成度評価 ◎ 

・計画期間全体の振り返り 

水洗化率は住宅開発に加え、快適な生活環境の形成、公衆衛生の向上、河川などの水質保

全の意識の高まりにより年々増加し、計画目標値以上の実績を達成した。 

単位：％ 

 



36 

５．気候変動対策分野 

（1）市域の温室効果ガス排出量削減に向けた取組  担当課：農村環境課   

「丹波篠山市気候非常事態宣言」で掲げる２０５０年ゼ

ロカーボンの実現に向け、地球温暖化対策実行計画（区域

施策編）に基づき、２０３０年度の二酸化炭素排出量の削

減・再生可能エネルギーの導入目標に向けた取り組みを進

めています。 

令和７年度は、事業部門の削減に向け、環境未来パート

ナー事業者への聞き取り、家庭部門の削減に向け、市補助

金制度の CO₂削減量を算定し、制度の見直しを図りまし

た。 

（2）公共交通機関の利用促進  担当課：創造都市課   

自家用車から公共交通機関へのモーダルシフトにより、移

動に伴い発生する温室効果ガスの削減を目標としています。

令和 3 年 4 月より路線バス・コミュニティバスに上限運賃

制を本格導入するとともに、制度の促進のため、ダイヤの見

直し等を実施しています。 

令和 6 年度に、市東部エリアにデマンドバスを導入し、令

和７年度には、利用しやすい公共交通の実現に向けて、コミ

ュニティバスを廃止し、市西部エリアにデマンドバスを拡充しました。デマンドバスで乗継拠点となる

駅やバス停まで送迎し、公共交通の利用促進につながっています。 

（3）観光地をつなぐモビリティの整備  担当課：商工観光課   

城下町と河原町を巡るルートでグリーンスローモビリテ

ィ（小型電気自動車で時速 20 ㎞未満で公道を走るもの）を

週末に運行し、ゆっくりと景色や景観を楽しむ新しい観光を

推進するとともに、運輸部門での地域脱炭素に取り組んでい

ます。 

令和７年度は、利用が少ない夏季および冬季は運行を休止

した一方で、それ以外の期間は土日祝日に運行し、1,886 人

の利用がありました。 
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（4）電気自動車急速充電器（３基）の運用、管理  担当課：農村環境課 

電気自動車用急速充電器３基（市役所前、こんだ薬師温

泉ぬくもりの郷、ハートピアセンター）の運用により、電

気自動車の利便性向上と普及拡大を図っています。 

令和７年度は、３箇所で 1,128 回利用されました。２箇

所の電気を再エネ１００％化し、約 3.6ｔ-CO２の削減に

つながりました。 

 

（5）ぬくもりの郷木質ペレットボイラの運用  担当課：農村環境課 

平成２７年度に木質バイオマス資源の有効利用、地域内循環のモデルとしてこんだ薬師温泉ぬく

もりの郷に設置したペレットボイラを適切に運用することにより、ＣＯ２の削減と山林の整備を促

進しています。 

令和 7 年度は、木質ペレット約 77 トンを重油の代替として使用し、約 95 トンの CO２削減に

つながりました。 

（6）人工林の間伐  担当課：森づくり課 

国や県の補助金、森林環境譲与税、県民みどり税を活用し、年

間 325ha を目標として人工林の間伐を実施しています。 

令和７年度は、森林組合等の間伐に加え、自伐型林業者の間伐に

より１０５ha の間伐を実施しました。 

 

 

 

（7）スマートエネルギー機器の導入促進  担当課：農村環境課 

温暖化の「緩和」に加え「適応」面での効果を期待し、太陽光発電システム、蓄電池、次世代自

動車等（電気自動車・燃料電池車等）を導入する市民、自治会、事業者に対し、設備導入補助金を

交付し、支援しています。令和 7 年度は、太陽光発電システム 26 件、蓄電池 27 件、電気自動車

13 台（うち軽自動車区分 7 台）が補助金を交付し導入されました。 
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（８）バイオマスストーブの購入助成  担当課：農村環境課 

市内の木質バイオマス資源の有効利用と里山整備の促

進を目的として、木質バイオマスストーブ（薪ストーブ・

ペレットストーブ）を導入する市民、自治会、事業者に対

し、設備導入補助金を交付し、支援しています。 

令和 7 年度は、薪ストーブ 15 件に対して補助金を交付

しました。 

 

（9）市の事務事業による温室効果ガス排出量の削減  担当課：農村環境課   

地球温暖化対策実行計画（事務事業編）に基づき、市関連施設からの温室効果ガス排出量の削減

について、２０３０年度の排出量を２０２１年度比４３％以上削減する目標を掲げ、計画的に取り

組んでいます。 

第５次実行計画に基づき算定し、HP 等で公表。２０２4 年度（令和 6 年度）の温室効果ガス排

出量は、１８,985 トン CO２で、２０１３年度（基準年度）から 9.4％減少し、前年度からは 0.5％

減少しました。 
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成果指標５-１）太陽光発電設備設置件数（５０kW 未満）    担当課：農村環境課 

定義 
市内の建築物に設置される太陽光発電設備（５０kW 未満）の件数 

※令和７年度の実績値は、令和７年９月末時点の数値 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和 7 年度の実績値 ※ 令和７年度の目標値 

累計１,７０３ 件 累計２,173 件 累計２,１８０ 件 

 

推移 

分析 

・達成度評価 ◎ 

・計画全体の振り返り 

国の固定価格買取制度（FIT 制度）や再生可能エネルギー導入意識の向上、災害への備え

として設置件数は着実に増加している。環境報告書作成時点では公表値が令和 7 年 9 月

末時点のため、目標値に届いていないが、伸び率から想定すると目標値を超えていると考

えられる。脱炭素に向けた有効な再生可能エネルギーとして最大限利用できるよう、今後

も引き続き普及促進に取り組む。 
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成果指標５-２）市役所関連施設の温室効果ガス排出量      担当課：農村環境課 

定義 市役所関連施設から排出される二酸化炭素をはじめとした温室効果ガスの量 

達成 

状況 

基準年：平成２９年度 令和 6 年度の実績値 令和６年度の目標値 

２１,３２７ t-CO２ 

 

１８,985 t-CO２ 

（11.0％削減） 

１９,１９４ t-CO２ 

（１０％削減） 

 

推移 

分析 

・達成度評価 ◎ 

・計画全体の振り返り 

電力排出係数が減少したことが影響し、前年度からはわずかながら減少した。昨年度

と比べるとほぼほぼ横ばいのため、今後も第５次実行計画における令和１２年度の目

標達成に向け、電気及び燃料使用量の削減、排出係数の少ない電力供給事業者の選定

等に努める。 
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成果指標５-３）電気自動車の導入台数              担当課：農村環境課 

定義 市民・事業者等が導入する電気自動車の台数（補助金交付実績） 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績値 令和７年度の目標値 

年間 １３ 台 １３ 台 年間１５ 台 

 

推移 

分析 

・達成度評価 〇 

・計画全体の振り返り 

令和７年度は、軽自動車区分の申請が７件、普通自動車区分が６件となった。目標値

には届かなかったが、ガソリン車からの買い替えも多く、環境意識の高まりがみられ

た。 
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成果指標５-４）薪ストーブ・ペレットストーブの導入台数    担当課：農村環境課 

定義 市民・事業者が導入する薪ストーブ・ペレットストーブの台数（補助金交付実

績） 

達成 

状況 

基準年：平成３０年度 令和７年度の実績値 令和７年度の目標値 

年間 ７ 台 １5 台 年間１５ 台 

 

推移 

分析 

・達成度評価 ◎ 

・計画全体の振り返り 

令和７年度は、薪ストーブ１５台に対して補助金を交付し、目標値を達成した。 

しかし、令和 4 年度をピークに減少傾向がみられるため、今後の動向に注意しつつ制

度を検討していく。 
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